
 
 

 
 

平
成
二
十
七
年
六
月
定
例
教
育
委
員
会
会
議
録 

 

鳴
門
市
教
育
委
員
会 

六
月
定
例
教
育
委
員
会
は
六
月
五
日
招
集
告
示 

六
月
十
二
日
十
八
時 

市
分
庁
舎
教
育
委
員
会
会
議
室
で
開
会 

同
日
十
九
時
三
分
閉
会
し
た 

一
、
出
席
委
員 

寺
田
委
員
長 

巽
職
務
代
理
者 

加
藤
委
員 

小
松
委
員 

近
藤
委
員 

一
、
欠
席
委
員 

な
し 

一
、
出
席
者 

事
務
局
職
員 

天
満
教
育
総
務
課
長 

そ
の
他
職
員 

竹
下
学
校
教
育
課
長 

三
栖
生
涯
学
習
人
権
課
長 

中
山
教
育
支
援
室
長 

 

小
野
木
体
育
振
興
室
長 

一
、
傍
聴
者 

一
名 

一
、
会
議
は 

委
員
長
が
議
事
を
進
行
し
た 



一
、
議
事
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る 

一
、
議
案
第
三
十
六
号 

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
関
係
教
育
委
員
会
規
則
の
整
理
等
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て 

一
、
議
案
第
三
十
七
号 

鳴
門
市
教
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も
に
係
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用
者
負
担
額

に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て 

一
、
議
案
第
三
十
八
号 
鳴
門
市
立
幼
稚
園
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

一
、
議
案
第
三
十
九
号 

鳴
門
市
教
育
振
興
計
画
審
議
会
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て 

一
、
議
案
第
四
十
号 

鳴
門
市
青
少
年
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て 

一
、
議
案
第
四
十
一
号 

鳴
門
市
公
民
館
長
の
任
命
に
つ
い
て 

一
、
議
案
第
四
十
二
号 

鳴
門
市
教
育
委
員
会
委
員
の
辞
職
に
つ
い
て 

一
、
委
員
長
は 

十
八
時 

六
月
定
例
教
育
委
員
会
の
開
会
を
宣
し
た 

一
、
委
員
長
は
会
議
録
の
朗
読
を
事
務
局
に
求
め
た 



天
満
教
育
総
務
課
長
は 

五
月
定
例
教
育
委
員
会
の
会
議
録
を
朗
読
し
た 

一
、
委
員
長
は
会
議
録
の
承
認
に
つ
い
て
諮
り 

全
委
員
異
議
な
く
承
認
し
た 

一
、
委
員
長
は 

議
案
第
三
十
六
号 

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
教
育
委
員
会
規
則
の
整
理
等
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て 

事
務
局
に
説
明
を
求
め
た 

本
件
に
つ
い
て 
天
満
教
育
総
務
課
長
は 

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い 

教
育
委
員
会
が
所
管
す
る
規
則
の
整
理
等
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
か
ら 

対
象
と
な
る
十
一

規
則
の
改
正
内
容
に
つ
い
て 
説
明
し
た 

加
藤
委
員
は 

事
務
局
組
織
に
関
す
る
規
則
の
改
正
に
関
し
て 

あ
ら
か
じ
め
指
名
を
受
け
た
委
員
が 

教
育

長
の
代
理
と
な
る
制
度
の
運
用
に
つ
い
て 
質
問
し
た 

天
満
教
育
総
務
課
長
は 

現
行
で
は 

教
育
長
が
欠
け
た
場
合 

教
育
次
長
が
代
理
と
な
る
旨
を
定
め
て
い
た

が 

法
改
正
に
よ
り 

あ
ら
か
じ
め
指
名
さ
れ
た
教
育
委
員
が 

教
育
長
職
務
代
理
者
と
な
る
た
め 

職
務
代
理

者
か
ら
教
育
次
長
に 

改
め
て
事
務
を
委
任
す
る
と
い
う
運
用
が 

想
定
さ
れ
て
い
る
と 

説
明
し
た 



一
、
委
員
長
は 

議
案
第
三
十
六
号
に
つ
い
て
諮
り 

協
議
の
結
果 

全
委
員
異
議
な
く
承
認
し
た 

一
、
委
員
長
は 

議
案
第
三
十
七
号 

鳴
門
市
教
育
標
準
時
間
認
定
子
ど
も
に
係
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
の
利
用

者
負
担
額
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て 

事
務
局
に
説
明
を
求
め
た 

本
件
に
つ
い
て 

竹
下
学
校
教
育
課
長
は 

平
成
二
十
七
年
度
か
ら
子
ど
も
・
子
育
て
支
援 

新
制
度
が
開

始
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り 

幼
稚
園
な
ど
の
教
育
施
設
の
保
育
に
係
る
利
用
者
負
担
額 

減
免
規
定
等
を
定
め
る

た
め 

本
規
則
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
旨 

説
明
し
た 

一
、
委
員
長
は 

議
案
第
三
十
七
号
に
つ
い
て
諮
り 

協
議
の
結
果 

全
委
員
異
議
な
く
承
認
し
た 

一
、
委
員
長
は 

議
案
第
三
十
八
号 
鳴
門
市
立
幼
稚
園
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

事
務
局

に
説
明
を
求
め
た 

本
件
に
つ
い
て 

竹
下
学
校
教
育
課
長
は 
平
成
二
十
七
年
度
か
ら
子
ど
も
・
子
育
て
支
援 

新
制
度
の
開

始
に
伴
い
制
定
し
た 

鳴
門
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例 

と
の
整
合
性
を
図
る
た
め 

本
規
則
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
旨 

説
明
し
た 



一
、
委
員
長
は 

議
案
第
三
十
八
号
に
つ
い
て
諮
り 

協
議
の
結
果 

全
委
員
異
議
な
く
承
認
し
た 

一
、
委
員
長
は 

議
案
第
三
十
九
号 

鳴
門
市
教
育
振
興
計
画
審
議
会
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て 

事
務
局
に
説
明

を
求
め
た 

本
件
に
つ
い
て 

竹
下
学
校
教
育
課
長
は 

本
審
議
会
は 

平
成
二
十
八
年
度
を
初
年
度
と
す
る 

新
た
な

教
育
振
興
計
画
の
策
定
に
必
要
な
事
項
を
審
議
す
る
た
め
設
置
さ
れ
た
審
議
会
で
あ
り 

委
員
３
名
が
役
員
改

選
に
よ
り
交
替
し
た
た
め 

後
任
の
委
員
を
委
嘱
し
た
い
旨 

説
明
し
た 

一
、
委
員
長
は 

議
案
第
三
十
九
号
に
つ
い
て
諮
り 

協
議
の
結
果 

全
委
員
異
議
な
く
承
認
し
た 

一
、
委
員
長
は 

議
案
第
四
十
号 
鳴
門
市
青
少
年
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て 

事
務
局
に

説
明
を
求
め
た 

本
件
に
つ
い
て 

中
山
教
育
支
援
室
長
は 
鳴
門
市
青
少
年
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
に
基
づ
き
設
置
す
る 

本

協
議
会
の
委
員
に
つ
い
て 

定
期
人
事
異
動
に
よ
り
三
名
が 

役
員
改
選
に
よ
り
一
名
が
交
替
し
た
た
め 

後

任
の
委
員
を
委
嘱
し
た
い
旨 

説
明
し
た 



一
、
委
員
長
は 

議
案
第
四
十
号
に
つ
い
て
諮
り 

協
議
の
結
果 

全
委
員
異
議
な
く
承
認
し
た 

一
、
委
員
長
は 

議
案
第
四
十
一
号 

鳴
門
市
公
民
館
長
の
任
命
に
つ
い
て 

事
務
局
に
説
明
を
求
め
た 

本
件
に
つ
い
て 

三
栖
生
涯
学
習
人
権
課
長
は 

斎
田
公
民
館
長
が
平
成
二
十
七
年
六
月
三
十
日
に
辞
職
す

る
た
め 
鳴
門
市
公
民
館
条
例
第
四
条
に
基
づ
き 

斎
田
公
民
館
運
営
協
議
会
委
員
長
か
ら
推
薦
の
あ
っ
た
者

を 

後
任
と
し
て
委
嘱
し
た
い
旨 

説
明
し
た 

一
、
委
員
長
は 

議
案
第
四
十
一
号
に
つ
い
て
諮
り 

協
議
の
結
果 

全
委
員
異
議
な
く
承
認
し
た 

一
、
委
員
長
は 

議
案
第
四
十
二
号 

鳴
門
市
教
育
委
員
会
委
員
の
辞
職
に
つ
い
て
は 

近
藤
教
育
長
が
提
出
し

た 

辞
職
願
の
同
意
に
つ
い
て 
審
議
す
る
も
の
で
あ
る
旨
を
説
明
し 

近
藤
教
育
長
に 

説
明
を
求
め
た 

近
藤
教
育
長
は 

一
身
上
の
都
合
に
よ
り 

六
月
三
十
日
を
も
っ
て
辞
職
し
た
い
の
で 

承
認
い
た
だ
き
た

い
と 

説
明
し
た 



一 

委
員
長
は 

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り 

教
育
委
員
会

の
教
育
長
及
び
委
員
は 

自
己
に
関
す
る
事
件
の
議
事
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い 

こ
と
か
ら
、
近
藤
教
育
長

の
退
席
を
指
示
し
た
。 

一
、
委
員
長
は 
議
案
第
四
十
二
号 

鳴
門
市
教
育
委
員
会
委
員
の
辞
職
に
つ
い
て 

事
務
局
に
説
明
を
求
め
た 

本
件
に
つ
い
て 
天
満
教
育
総
務
課
長
は 

近
藤
教
育
長
か
ら
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
付
で
六
月
三
十
日

を
も
っ
て
辞
職
し
た
い
と
の
願
い
が
提
出
さ
れ 

鳴
門
市
長
か
ら
は
六
月
二
日
付
け
で
同
意
す
る
旨
の
回
答
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と 

本
件
が
承
認
さ
れ 

近
藤
教
育
長
が
辞
職
す
る
と 

新
制
度
に
よ
る 

教
育
長
が
任
命

さ
れ 

教
育
委
員
会
制
度
も 

新
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
を 

説
明
し
た 

寺
田
委
員
長
は 

教
育
長
を
辞
任
し
て 
教
育
委
員
と
し
て
は 

留
任
し
な
い
の
か 

と
質
問
し
た 

天
満
教
育
総
務
課
長
は 

教
育
委
員
の
辞
職
願
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と 

説
明
し
た 

寺
田
委
員
長
は 

新
教
育
委
員
会
制
度
へ
の
移
行
に
伴
い 

委
員
長
の
辞
任
に
つ
い
て 

質
問
し
た 



天
満
教
育
総
務
課
長
は 

新
制
度
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 

自
動
的
に
教
育
委
員
長
の
役
職
は
無
く
な
る

が 

教
育
委
員
の
職
は
継
続
さ
れ
る
こ
と 

委
員
長
を
辞
任
い
た
だ
く
必
要
は
な
い
旨 

説
明
し
た 

一
、
委
員
長
は 

議
案
第
四
十
二
号
に
つ
い
て
諮
り 

協
議
の
結
果 

全
委
員
異
議
な
く
承
認
し
た 

一
、
委
員
長
は 
近
藤
教
育
長
の 

退
席
を
解
除
し
た 

一
、
委
員
長
は 

協
議
事
項
の
説
明
を
事
務
局
に
求
め
た 

天
満
教
育
総
務
課
長
は 

協
議
事
項
の
な
い
こ
と
を
報
告
し
た 

一
、
委
員
長
は 

報
告
事
項
の
説
明
を
事
務
局
に
求
め
た 

天
満
教
育
総
務
課
長
は 

報
告
事
項
の
な
い
こ
と
を
報
告
し
た 

一
、
委
員
長
は 

十
九
時
三
分 

閉
会
を
宣
し
た 

一
、
そ
の
他
の
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
る 

一
、
委
員
長
は 

七
月
定
例
教
育
委
員
会
の
日
程
に
つ
い
て
は
後
日
調
整
の
上 

連
絡
す
る
こ
と
を
確
認
し
た 



一
、
天
満
教
育
総
務
課
長
は 

六
月
九
日
に
第
一
中
学
校
の 

学
校
給
食
で
発
生
し
た
食
中
毒
に
つ
い
て 

徳
島
保

健
所
か
ら
本
日
付
け
で 

業
務
停
止
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て 

説
明
し
た 

一
、
小
野
木
体
育
振
興
室
長
は 

平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
七
日
に
開
催
し
た 

チ
ャ
レ
ン
ジ
デ
ー
の
勝
利
報
告
と 

教
育
委
員
の
協
力
に
つ
い
て 

お
礼
を
述
べ
た 

 


